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【関 連 法 条 文】 

 

（１）新型インフルエンザ等対策特別措置法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）・・・・・・・ ４７ 

（３）予防接種法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 

（１）新型インフルエンザ等対策特別措置法 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 新型インフルエンザ等 感染症法第６条第７項 に規定する新型インフルエンザ等

感染症及び同条第９項 に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあ

るものに限る。）をいう。  

 

(市町村行動計画)  

第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフル 

 エンザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するもの

とする。  

２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項  

二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項  

イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供 

ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関 

する措置 

ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

三  新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項  

四  新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関と 

の連携に関する事項  

五  前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策 

に関し市町村長が必要と認める事項  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%81%5a%96%40%88%ea%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%8a%b4%90%f5%8f%c7%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000007000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%81%5a%96%40%88%ea%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000009000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000009000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000009000000000000000000
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３ 市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係があ

る事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。  

４ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければなら 

 ない。  

５ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があ

ると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。  

６ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告すると 

 ともに、公表しなければならない。  

７ 第六条第五項及び前条第七項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。  

８ 第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。 

 

(条例への委任)  

第二十六条  第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都

道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  

 

(特定接種)  

第二十八条  政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保

するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講

ずるよう指示することができる。  

一  医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者

であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているも

の（第三項及び第四項において「登録事業者」という。）のこれらの業務に従事す

る者（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。）並びに新型インフルエン

ザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。  

二  新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を

行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。  
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２  前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定

するものとする。  

３  厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種（以下この条及び

第三十一条において「特定接種」という。）及び同項第一号の登録の実施に関し必要が

あると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又

は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。  

４  厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要がある

と認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長（財政法 （昭

和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。）に対

して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合におい

て、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限

り、協力を拒んではならない。  

５  厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法 （昭和二十三年法律第六十八号）第六

条第一項 の規定による予防接種とみなして、同法 （第十二条第二項、第二十六条及び

第二十七条を除く。）の規定を適用する。この場合において、同法第七条 及び第八条 中

「市町村長又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項 、第十八条及び第

十九条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第十五条第一項 中

「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の

予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十

五条第一項 中「市町村（第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又

は市町村）」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。  

６  都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項 の規定による予防接種と

みなして、同法 （第二十六条及び第二十七条を除く。）の規定を適用する。この場合

において、同法第十五条第一項 、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とある

のは「都道府県知事」と、同法第十五条第一項 中「当該市町村の区域内に居住する間

に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接

種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項 中「市町村（第六条第
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一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村）」とあり、及び同条第二

項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。  

７  市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項 の規定による予防接種とみな

して、同法 （第二十六条及び第二十七条を除く。）の規定を適用する。この場合にお

いて、同法第十五条第一項 中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」

とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当

該予防接種」と、同法第二十五条第一項 中「市町村（第六条第一項の規定による予防

接種については、都道府県又は市町村）」とあるのは「市町村」とする。  

 

（市町村対策本部の設置及び所掌事務）  

第三十四条  新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村

行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。  

２  市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエ

ンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 

 

（市町村対策本部の組織）  

第三十五条  市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。  

２  市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。  

一  副市町村長  

二  市町村教育委員会の教育長  

三  当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かな 

い市町村にあっては、消防団長）  

四  前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者  

３  市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。  

４  市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職

員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。 
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(準用)  

三十七条  第二十五条及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。こ

の場合において、第二十五条中「第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止さ

れた」とあるのは「第三十二条第五項の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるの

は「市町村長」と、第二十六条中「第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」と

あるのは「第三十四条から第三十六条まで及び第三十七条において読み替えて準用する

第二十五条」と、「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。  

 

(住民に対する予防接種）  

第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエ

ンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定

が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処

方針を変更し、第１８条第２項第３号に掲げる重要事項として、予防接種法第６条第１

項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。 

 

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 

(定義) 

第六条 

７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病を

いう。  

一 新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイル

スを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を

獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及

び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）  

二 再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその

後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが

再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%98%5a%94%aa&REF_NAME=%97%5c%96%68%90%da%8e%ed%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%98%5a%94%aa&REF_NAME=%97%5c%96%68%90%da%8e%ed%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
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していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）  

９ この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、

既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当

該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。  

 

（３）予防接種法 

(臨時に行う予防接種) 

第六条 都道府県知事は、Ａ類疾病及びＢ類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん

延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定し

て、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。  

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるとき

は、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示するこ

とができる。  

３ 厚生労働大臣は、Ｂ類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚

生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者

及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて

市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、

都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市

町村長に対し、必要な協力をするものとする。  

 


